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令和７年秋の火災予防運動実施要綱 

 

１ 目的 

  この運動は、暖房機器の使用や空気の乾燥などにより火災が発生しやすい時季を迎

えるに当たり、住民の火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、

高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的

とする。 

 

２ 実施期間 

  令和７年（2025 年）１０月１５日（水）から１０月３１日（金）までの１７日間 

 

３ 協力団体 

岩見沢消防団、月形消防団、岩見沢地区防火委員会、岩見沢市火防協会 

岩見沢地区危険物安全協会、岩見沢市町会連合会 

 

４ 前年度と比較した重点推進項目、推進項目の変更点 

令和６年（秋）  令和７年（秋） 

〔重点推進項目〕 

・地震火災対策の推進 

・住宅防火対策の推進 

〔重点推進項目〕 

・地震火災対策の推進 

・住宅防火対策の推進 

・林野火災予防対策の推進 

〔推進項目〕 

・防火対象物等における防火安全対策の徹底 

・製品火災の発生防止に向けた取組みの推進 

・多数の者が集合する催しに対する火災予防

指導等の徹底 

・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推

進 

・木造飲食店等が密集する地域に対する火災

予防指導等の徹底 

・放火火災防止対策の推進 

〔推進項目〕 

・防火対象物等における防火安全対策の徹底 

・製品火災の発生防止に向けた取組みの推進 

・多数の者が集合する催しに対する火災予防

指導等の徹底 

・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推

進 

・放火火災防止対策の推進 

 

５ 重点推進項目 

⑴  地震火災対策の推進（別添１「地震火災を防ぐ 15 のポイント」  別添２「通電火災対策」 

別添３「大規模地震時における電気火災対策」を活用） 

項 目 重点推進項目として効果的と考えられる具体的な内容 

地域における火災予防の

推進 

家具転倒防止対策をはじめ、耐震自動消火装置の付いた火気設備、住宅用

火災警報器や防炎品、住宅用消火器等の普及を図る。 

感震ブレーカーの普及推

進 

 近年の大規模地震において、電気に起因する火災が多く発生していること

から、地震時の電気火災リスクを低減するため、感震ブレーカーの普及を推

進する。 
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⑵  住宅防火対策の推進（別添４「住宅防火 いのちを守る 10 のポイント」を活用） 

項 目 重点推進項目として効果的と考えられる具体的な内容 

住宅用火災警報器の設置

及び適切な維持管理 

重点的に設置促進を図り、維持管理に当たっては、設置後 10 年を経過す

るものが増加し、電池切れ等により火災時に適切に作動しなくなる割合が増

加していくことが懸念されるため、点検実施の促進及び交換の徹底を推進す

る。 

安全装置付きの火気使用

器具・消火器具の普及促進 

 安全装置が設置されている暖房器具、調理器具等の使用や、住宅用消火器

等の設置を推奨する。 

電気火災の危険性に係る

広報の実施 

 電気火災の約８割は電気器具の不適切な使用、維持管理不良によるもので

あることから正しく使用・管理することの注意喚起を推進する。 

たばこ火災に係る注意喚

起広報の実施 

 住宅火災による死者数では、令和５年中で最も多いのがたばこであり、そ

の中でも寝たばこに起因する死者が多く発生していることから、寝たばこを

しないことや、たばこの確実な消火を行うことを推進する。 

防炎品の周知と普及促進 
 出火した際の拡大防止対策として、カーテンやじゅうたんに防炎物品を、

寝具や衣類等に防炎製品を使用することを推進する。 

 

 ⑶ 林野火災予防対策の推進 

項 目 重点推進項目として効果的と考えられる具体的な内容 

林野周辺住民、入山者等の

防火意識の高揚 

林野周辺住民や入山者等に対して、その対象者に応じた火気の適切な使

用などの火災予防の広報・啓発等を実施し、防火意識の高揚を通じた林野火

災予防の徹底を図る。 

火災警報発令中における火

の使用制限の徹底 

 火災に関する警報が発せられたときは、火入れ、たき火の禁止等、火の使

用制限の徹底を図るとともに、監視及び広報パトロールの実施などを通じ

て出火防止を図る。 

火入れに際しての手続等の

徹底 

 火入れの相談があった場合又は情報を入手した場合は、関係行政部局と

連携を密にし、関係者に対して森林法第２１条第１項本文に規定する市町

村長の許可を受けて、その指示に従うよう指導する。 

林野所有者等に対する林野

火災予防措置の指導の実施 

 林野所有者等に対し、林野の適切な管理及び監視活動の徹底を図るよう

指導を実施するとともに、火災予防対策を講じるよう努める。 

 

６ 推進項目 

⑴ 防火対象物等における防火安全対策の徹底（別添５「飲食店の皆さまへダクト火災」を活用） 

項 目 重点推進項目として効果的と考えられる具体的な内容 

飲食店における防火安全

対策の徹底 

 コンロ等の火気設備からの出火が半分以上を占めており、その主な要因は

火気を使用している場所から離れている間に出火している。出火防止を図る

ため、コンロの点検や維持管理、レンジフード及び排気ダクト内の定期的な

清掃について推進する。 

高齢者や障害者等が入居

する小規模福祉施設にお

ける防火安全対策の徹底 

 避難時に介助が必要な入居者が多いことや夜間においては職員の配置が

少数であることから、避難誘導体制において、一時避難場所への水平避難を

はじめ消防訓練時においての指導を推進する。 
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直通階段が一つの防火対

象物に対する防火管理及

び是正指導 

 火災時の避難について構造上のリスクを抱えており、「直通階段が一つの

建築物向けの避難行動に関するガイドライン」（令和４年 12 月 16 日付け消

防予第 639 号）を活用し指導を図り、市街地等の該当防火対象物について、

重点的な立入検査を推進する。 

大規模な倉庫、駐車場等に

おける防火安全対策の徹

底 

 倉庫には大量の可燃物が保管されており、駐車場には燃料や樹脂製部品等

の可燃物が存在することから、出火した場合に、延焼拡大しやすい傾向にあ

る。そのため、適切な通報を行うとともに、迅速かつ適切な初期消火を行う

よう指導を推進する。 

重大違反対象物の違反是

正指導の徹底 

 自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備設置義務対象物

のうち、いずれかが未設置、設置義務がある部分の床面積の過半にわたって

未設置、又は機能に重大な支障があるもの。 

 

⑵ 製品火災の発生防止に向けた取組みの推進（別添６「リチウムイオン蓄電池火災」を活用 

項 目 重点推進項目として効果的と考えられる具体的な内容 

充電式電池に関する注意

喚起 

 「令和５年中に発生した製品火災に関する調査結果」では、バッテリー及

びバッテリーを含めた電気用品からの火災割合が高いことから、PSE マーク

等が付された製品の購入、処分方法について注意喚起を図る。 

ガストーチバーナーに関

する注意喚起 

 燃焼機器に係る製品火災においては、ガストーチバーナーに起因するもの

が多く発生し、接続部からのガス漏れや異常燃焼の割合が多いため、使用方

法等について注意喚起を図る。 

 

⑶ 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

項 目 推進項目として効果的と考えられる具体的な内容 

火気器具を使用する屋台

等への指導 

 消火器の準備、ガス漏れを防ぐためのゴムホース等の適正な取扱いを指導

すること。 

照明器具の取扱いに係る

指導 

 照明器具の熱により可燃物が高温になることがないよう十分配慮すると

ともに、電球をソケットに確実に接続する等の指導を行うこと。 

 

⑷ 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進 

項 目 推進項目として効果的と考えられる具体的な内容 

 

 出火及び火災拡大の防止のため、広報車や防災行政無線の活用等による火

災予防の呼びかけ等の実施とともに、水利の確認、木造建築物の密集する地

域等の巡視を行うなどの警戒強化を図る。 

  

 ⑸ 放火火災防止対策の推進 

項 目 推進項目として効果的と考えられる具体的な内容 

放火火災に対する地域の

対応力の向上  

 屋外に可燃物を放置しないことや、自動車等のボディカバーに防炎品を

使用することが効果的であることを積極的に情報提供するとともに、住民

への注意喚起や巡回等により警戒強化を図る。 

ガソリンの容器詰替え販 ガソリンを用いた放火火災の発生抑止を図るため、「ガソリンを容器に詰
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売における本人確認等の

徹底  

め替えるときの確認等に係る運用要領について」（令和元年 12月 20 日付け

消防危第 197 号）を参考に、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録

の作成を行うことを徹底するよう指導する。 

 

７ 広報活動等の実施 

(1)  消防車両による広報 

(2)  ホームページによる広報 

(3)  ＩＨＫ、ＦＭはまなす及び大型物品販売店舗等への広報依頼 

(4)  防火ポスター及び防火旗の配布 

(5)  岩見沢地区防火委員会による火災予防行事 

 

８ その他 

  実施期間中に不測の事態があり、本要綱に定める目的が達成できないと予想される

場合は、実施事項の一部を変更して実施すること。 
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通電火災対策 

○通電火災とは

停電後、停電が復旧した際の再通電時に発生が懸念される火災をいう。

○主な要因

（地震発生時） 

・転倒した家具の下敷きになり損傷した配線などに再通電し、発熱発火する。

・落下したカーテンや洗濯物といった可燃物がヒーターに接触した状態で再通電し、着火する。

・転倒したヒーターや照明器具（白熱灯など）が可燃物に接触した状態で再通電し、着火する。

・水槽が転倒し露出した観賞魚用ヒーターに再通電し、周囲の可燃物に着火する。

・再通電時に発生した電気的火花により、漏れ出たガスに引火・爆発する。

（風水害発生時） 

・家屋への浸水や雨漏りによる、電化製品の基板等の損傷により、再通電時にショートが生じ発

火する。

・コンセントに水分が付着し、再通電時にトラッキングが生じ発火する。

○主な対策

（日頃からの備え） 

・感震ブレーカーの設置

・住宅用分電盤の機能充実

漏電ブレーカー：漏電を検知し電気の供給を遮断する機器

コード短絡保護機能：配線の損傷や短絡を検出し電気を自動で遮断する機能

（停電時・避難時の対応） 

・停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く。

・停電中に自宅から離れる際は、ブレーカーを落とす。

※平時から忘れないよう、玄関ドアに「避難時ブレーカー断」等の表示をしておく。

（停電復旧時の対応） 

・給電再開時は、浸水などにより電化製品が破損していないか、配線やコードが損傷していない

か、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電化製品を使用する。

・建物や電化製品等には外見上の損傷がなくとも、壁内の配線の損傷や電化製品内部の故障によ

り、再通電後、長時間経過したのち火災に至ることがあるため、煙の発生やにおいなどの異常

を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡する。

・浸水等により一度水に濡れた電化製品は使用しない。



今、備えよう。
大規模地震時における
電気火災対策

地震による火災の過半数は
電気が原因です。

過去の大地震では建物の倒壊だけでなく 、火災の被害が多く 発生しています。

東日本大震災による火災では、上のグラフのとおり、原因の特定されたもののうち過半数は

電気に起因したものでした。

感震ブレーカーは震度5強相当の地震を感知して、電気を自動で遮断します。

感震ブレーカーには分電盤タイプ（ 内蔵型）、分電盤タイプ（ 後付型）、コンセント タイプ、簡易タイプがあります。

性能評価を受けた製品には、認証マークや推奨マークが表示されています。商品を選ぶときの参考にしましょう 。

また、感震ブレーカーの設置には自治体によって補助制度もありますので、ホームページ等を確認し、問い合わせてみましょう。

分電盤に感震遮断機能が内蔵されています。地震が発生し、

大きな揺れを感知すると、ブザー音がなります。夜間の避難

などを考慮し、すぐには電気を遮断しない機能を持つ機種も

ありますが、その場合には感知して一定時間後、ブレーカー

が落ち、電源を遮断します。設置には電気工事が必要です。

電気火災対策には感震ブレーカーが効果的です。

分
電
盤
タ
イ
プ
〈
内
蔵
型
〉

既設の分電盤に後から設置できる後付型です。設置には電
気工事が必要となります。また、分電盤の形状や種類によっ

て、取付けが可能なものと不可能なものがあるので確認が

必要です。

分
電
盤
タ
イ
プ
〈
後
付
型
〉

内蔵されたセンサーが地震を感知するとコンセント からの電

気を遮断します。電気が遮断されるのはこのコンセント に接

続された家電のみですので、特に出火の危険性の高い電熱

器具が接続されているコンセント を中心に設置すると効果的
です。避難用の照明や在宅用医療器具等、地震時においても

電力供給が必要な機器への電力供給を継続することができ

ます。コンセント タイプには差込型の他に埋込型もあります。

コ
ン
セ
ン
ト
タ
イ
プ

地震の振動で主幹ブレーカーをO FFに切り替えます。バネ

で動作するものや、おもりで動作するもの等があります。バ

ネで動作するものは地震を感知すると、中のバネの力でバ

ンド が作動し、物理的に主幹ブレーカーをO FFにします。お
もりで動作するものは、地震の振動でおもりが落ち、つな

がったひもで主幹ブレーカーをO FFにします。
簡
易
タ
イ
プ

埋込型

内蔵型

後付型

バネ式
おもり
玉式差込型

電気関係

5 4％

その他

4 6％

＜認証マーク・ 推奨マーク＞



どうして電気から
火災が発生するのでしょうか。

電気の使用を再開する際の注意点

電気火災対策と合わせて取り組みましょう

地震が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに

伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した時

に発生する火災のことを言います。例えば以下

の場合があります。

●地震の揺れで電気スト ーブが転倒したり、ス

ト ーブに落ちた洗濯物から出火する。

●家具が転倒し 、その下敷きで断線した電気

コード がショート して出火する。

●水槽が転倒し、水槽用のヒーターが燃える物

に触れて出火する。

揺れが収まった後に電気の使用を再開する際には、ガス漏れ等が発生してい

ないことを十分に確認しましょう 。機器の周囲に可燃物がないか、機器やコン

セント に水がかかっていないかなど、建物内の電気製品の安全確認を行い、万

一の出火に備えて消火器等を準備した上で復電しましょ う 。また、復電後は、

焦げたにおい等の火災の兆候がないか十分に注意し、異常を感じた場合は電

気の使用を中止してく ださい。

感震ブレーカー設置後は電気が止まっても困らないための対策を

感震ブレーカーが作動すると停電となります。

夜間の避難に備えて、停電時に作動する足元

灯や懐中電灯等の照明器具を常備し、照明を

確保しましょう 。また、自宅に医療用機器等を

設置している場合は、停電に対処できるよう

にバックアップ電源を確保しましょう 。

建物の耐震化や家具の転倒防止に取り組む、暖房器具は耐震自動消火装置付のものにするといった対策や、自宅には住宅用

火災警報器や消火器を備え、火が小さいうちは初期消火をするようにしましょう 。

家具の転倒防止 消火器 耐震自動消火装置付
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リチウム蓄電池は、「危険ごみ」に
出してください。
リチウム蓄電池は、リード線や金属端子部分等が露出したものはビニー

ルテープ等で必ず絶縁してから、透明または半透明の袋に入れごみステー
ションに出すか、または拠点回収に出すようにしてください。

北海道 岩見沢市 市民環境部 廃棄物対策課 TEL：０１２６－３５－４３９５
北海道 岩見沢地区消防事務組合 消防本部 TEL：０１２６－２２－４３０１
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